
・医薬品・医療機器等の製造メーカーの監視指導業務（薬務室、保健所）
・麻薬・向精神薬・危険ドラッグの取締や薬物乱用防止対策（薬務室、保健所）

・食品の製造業者や飲食店などの監視指導業務（食品・生活衛生課、保健所）
・食中毒対策（食品・生活衛生課、保健所）

・環境に関する監視業務（環境保全課、保健所）
・廃棄物対策（循環社会推進課、保健所）
・生活衛生営業施設、環境衛生施設の監視や指導（食品・生活衛生課、保健所）

・試験研究機関における検査・分析・研究業務（衛生環境研究センター） ②・③
・公衆衛生に関する企画立案、普及啓発（本庁各課 等） ①～③

②食品衛生

③環境衛生

①薬事衛生

主な仕事内容（例）


